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鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例（平成１６年条例第２０６号）新旧対照表 第１７条関係 

改正後 改正前 

○鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例 ○鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例 

平成１６年１０月１９日 平成１６年１０月１９日 

鳥取市条例第２０６号 鳥取市条例第２０６号 

第１条 ～ 第１５条（略） 第１条 ～ 第１５条（略） 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

１ 宿泊料 １ 宿泊料 

（１） 基本料金 （１） 基本料金 

区分 金額（１人１泊につき） 

本館 新館 

大人（中学生以上） 4,310円 5,360円

小学生 3,740円 4,780円

備考 

１ 宿泊者の利用時間は、午後４時から翌日の午前１０時までとする。

２ 宿泊者が利用時間を超えて引き続き客室を使用するときは、休憩料

を徴収する。 
 

区分 金額（１人１泊につき） 

本館 新館 

大人（中学生以上） 4,230円 5,260円

小学生 3,670円 4,700円

備考 

１ 宿泊者の利用時間は、午後４時から翌日の午前１０時までとする。

２ 宿泊者が利用時間を超えて引き続き客室を使用するときは、休憩料

を徴収する。 

（２） 人数別料金 （２） 人数別料金 

宿泊定員が４人以上の客室を定員の２分の１未満の人数で利用

する場合は、宿泊料に次の表の額を加算する。 

宿泊定員が４人以上の客室を定員の２分の１未満の人数で利用

する場合は、宿泊料に次の表の額を加算する。 

区分 金額（１人１泊につき） 

本館 新館 

区分 金額（１人１泊につき） 

本館 新館 
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大人（中学

生以上） 

１人利用 880円 1,540円

２人利用 440円 770円

小学生 １人利用 660円 1,100円

２人利用 330円 550円
 

大人（中学

生以上） 

１人利用 864円 1,512円

２人利用 432円 756円

小学生 １人利用 648円 1,080円

２人利用 324円 540円

２ 予約金及び取消料（略） ２ 予約金及び取消料（略） 

３ 会議室等利用料金 ３ 会議室等利用料金 

（１） 会議・会食場 （１） 会議・会食場 

区分 金額 

大広間 １３０畳 １時間につき 7,700円

７８畳又は９１畳 １時間につき 5,500円

５２畳 １時間につき 4,400円

３９畳 １時間につき 2,750円

中広間 ２０畳 １時間につき 2,200円

１０畳 １時間につき 1,650円

結婚式場 １回につき 8,800円

会議室として利用する場合 １時間につき 1,650円

備考 

１ １時間未満は、１時間とする。 

２ 営利目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額の５割増

の額とする。 

３ 宿泊を伴う夜の会食の場合には、利用料金は徴収しない。 
 

区分 金額 

大広間 １３０畳 １時間につき 7,560円

７８畳又は９１畳 １時間につき 5,400円

５２畳 １時間につき 4,320円

３９畳 １時間につき 2,700円

中広間 ２０畳 １時間につき 2,160円

１０畳 １時間につき 1,620円

結婚式場 １回につき 8,640円

会議室として利用する場合 １時間につき 1,620円

備考 

１ １時間未満は、１時間とする。 

２ 営利目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額の５割増

の額とする。 

３ 宿泊を伴う夜の会食の場合には、利用料金は徴収しない。 

（２） 家族浴室 （２） 家族浴室 

区分 １時間以内 １時間を超えるとき（１時間 区分 １時間以内 １時間を超えるとき（１時間
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を超える時間３０分につき）

家族浴室 1,100円 330円

備考 ３０分未満は、３０分とする。 
 

を超える時間３０分につき） 

家族浴室 1,080円 324円

備考 ３０分未満は、３０分とする。 

（３） 休憩料（客室） （３） 休憩料（客室） 

区分 １時間以内 １時間を超えるとき（１時

間を超える時間１時間につ

き） 

大人（中学生以上） １人につき330円 １人につき220円

小学生 １人につき165円 １人につき110円

備考 

１ １時間未満は、１時間とする。 

２ 利用時間は、午前１０時から午後２時までとする。 
 

区分 １時間以内 １時間を超えるとき（１時

間を超える時間１時間につ

き） 

大人（中学生以上） １人につき324円 １人につき216円

小学生 １人につき162円 １人につき108円

備考 

１ １時間未満は、１時間とする。 

２ 利用時間は、午前１０時から午後２時までとする。 

４ 備品利用料金 ４ 備品利用料金 

区分 単位 金額 

布団 １組 550円

丹前 １枚 440円

茶羽織 １枚 385円

浴衣 １枚 165円

麻雀 １台 2,200円

カラオケ １台 6,600円

備考 布団、丹前、茶羽織及び浴衣については、宿泊者からは、利用料金

は徴収しない。 
 

区分 単位 金額 

布団 １組 540円

丹前 １枚 432円

茶羽織 １枚 378円

浴衣 １枚 162円

麻雀 １台 2,160円

カラオケ １台 6,480円

備考 布団、丹前、茶羽織及び浴衣については、宿泊者からは、利用料金

は徴収しない。 

５ 持込料 ５ 持込料 
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区分 単位 金額 

酒 １.８リットルにつき 1,100円

ビール １本につき 165円

洋酒 ０.７５リットルにつき 1,650円

ジュース ０.２リットルにつき 44円
 

区分 単位 金額 

酒 １.８リットルにつき 1,080円

ビール １本につき 162円

洋酒 ０.７５リットルにつき 1,620円

ジュース ０.２リットルにつき 43円

６ 配膳料（略） ６ 配膳料（略） 

７ 入浴料 ７ 入浴料 

区分 金額 

大人（中学生以上） １人１回につき520円

小学生 １人１回につき260円

備考 午前１１時から午後８時までに入浴のみを行う者から徴収し、宿泊

者からは徴収しない。 
 

区分 金額 

大人（中学生以上） １人１回につき510円

小学生 １人１回につき250円

備考 午前１１時から午後８時までに入浴のみを行う者から徴収し、宿泊

者からは徴収しない。 

 


